
就学指定校の変更・区域外就学許可基準
　＊下の表は許可可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
　＊保護者の責任のもと通学上の安全が確保できる場合に限られます。
　 ＊自転車通学は安全上認められていません。徒歩または電車・バス等の公共交通機関を利用して通学しなければなりません。

　区　分 　　　　　事　　　　　　由 許 可 期 間 申 請 に あ た り 必 要 な 書 類 等

１年～４年 学年末まで

５年～６年 小学校卒業まで ・就学通知書、区域外転居通知書などの提示

　 １年 学年末まで

２年～３年 中学校卒業まで

事情により住民票は別のところにある
が、実際に居住している住所地の学校へ
就学する場合(住宅の購入、夫婦間のト
ラブル、債務のため住民異動届ができな
いなど)

小
・
中

全学年 必要と認める期間
・現在の住所地の民生児童委員による居住証明書
・住宅の売買契約書の写し等（転居地、転居日等が
確認できるもの）

住宅の購入等により、転居することが確
定している校区の学校へあらかじめ就学
する場合

小
・
中

全学年 必要と認める期間
・住宅の売買契約書の写し等（転居地、転居日等が
確認できるもの）

住宅の建替えにより一時的に住所を変更
する場合

小
・
中

全学年 入居まで
・工事請負契約書の写し（公営住宅の場合は、所管
課の証明書）

保護者が住居以外で商店等を営業してお
り、昼間の生活場所である当該店舗等か
ら通学する場合

小
・
中

全学年 必要と認める期間
・店舗等の所在地からその校区内の学校に通学する
旨の申立兼誓約書

保護者の勤務の関係で祖父母等に預ける
などで、祖父母等宅から当該校区の学校
へ通学する場合

・両親それぞれの勤務にかかる証明書（勤務時間帯
及び勤務日数の記載があること）
・申立兼誓約書
・預かり者の身分証明書のコピー

　又は児童生徒を保護者以外の者の家に
居住させ、その家の校区の学校へ就学す
る場合
（留守家庭等のため）

・保護者の申立書兼誓約書
・預かり先の申立書兼誓約書
・その他必要な書類

いじめ等で指定学校以外の学校へ就学す
ることで問題が解消されると見込まれる
場合

小
・
中

教育上の配慮の必
要な児童生徒

必要と認める期間
・事前に学校、教育委員会等との協議が必要
・学校長の副申書等

兄姉が指定学校の変更を許可されてお
り、弟妹が同じ学校へ就学する場合

小
学
校

１年～４年
その兄又は姉が卒業
するまで

・兄又は姉の校区外通学許可許可書（写し）の提示
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特別支援学校入学、特別支援学級入級の
ため

小
・
中

教育上の配慮の必
要な児童生徒

入学又は入級の期間 ・事前に学校、教育委員会等への相談が必要

私立学校等
入学

私立小中学校又は国公立大学の付属学校
等に就学する場合

小
・
中

全学年 卒業まで ・入学許可証又は在学証明書

特別許可区
域

特別許可区域のため（当該区域は下記の
とおり）

小
・
中

全学年 就学期間

特別許可区域
指　定　校 就　学　校

浜 小 小 園 小

小 田 北 中 小 園 中

園 田 小 上 坂 部 小

園 田 中 小 園 中

水 堂 小 立 花 南 小

南武庫之荘中 日 新 中

名 和 小 潮 小

大 成 中 （同 一 校 区）

園 田 南 小 上 坂 部 小

小 園 中 小 園 中

　　　対　　　　象

転居等によ
るとき

学期（学年）途中の引越し等のため、校
区が変わり転校しなければばらないが、
そのまま従前の学校に就学する場合

小
学
校

中
学
校

必要と認める期間

教育的配慮
が必要であ
ると認めら
れるとき

その他
上記の事由に準じ、かつ、その他教育委
員会が特に必要があると認める場合

小
・
中

教育上の配慮の必
要な児童生徒

必要と認める期間

保護者の就
業等の事情
により、児
童生徒の保
護監督に支
障があると
き

小
・
中

全学年

上坂部１丁目１番、４～８番

・事前に学校、教育委員会等との協議が必要
・学校長の副申書等

該　当　区　域

額田町１～３番

高田町４番１１～１５号、１７号

塚口本町７丁目１番８～１４号、２番１８～３６号、３～９
番

潮江５丁目８番１号

立花町１丁目２４番
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　　　学期途中の引越し等で兄姉が指定学校の変更を許可されており、弟妹が同じ学校へ就学する場合


